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「きょうと健康づくり実践企業認証制度」は、事業所として従業員の健康づ

くりへの取り組みを京都府として認証し、その取り組みを公表させていただ

きます。 

 

【認証基準】 

・常勤従業員が５人以上の事業所 

・健康診断の結果を医療保険者へ提供していること 

・事業所として、体操や健康相談、講習会などの健康づくりの取り組みを 

行っていること。など 

詳しくはこちら 

きょうと健康づくり実践企業認証制度／京都府ホームページ (pref.kyoto.jp) 

 

【認証のメリット】 

認証を受けられた事業所へは、認証賞、認証マークステッカー・ロゴデ 

ータをお届けし、ホームページや製品、名刺、広告など事業所のＰＲに活 

用していただけます。 

また、毎年度、特に優秀な 

取り組みを実践されている事 

業所には、知事から表彰をさ 

せていただきます。 

 

  

 

                     （令和５年度表彰事業所） 

     【問い合わせ先】 

 京都府丹後保健所 保健課（健康づくり担当） 

 電話 ０７７２－６２－４３１２ 

  

従業員の健康づくりを考え、実践する事業所 

としてアピールしてみませんか 

 

まずは 
お気軽にお問合せください 

https://www.pref.kyoto.jp/ninshokigyo/index.html

